
裏面もご覧ください

①給食では使用しない食品

いくら・えび・かに・くるみ・そば・落花生（ピーナッツ）・生卵

②除去を申し込まれた場合、提供しないもの

飲用牛乳、パン

※小麦・乳アレルギーの代替食対応はしておりません。

通常食、除去副食ともに小麦・牛乳・乳製品は使用しています。

③除去食を申し込まれた場合、除去して代替食を提供するもの

卵類（鶏卵・うずら卵）

④弁当対応(家庭から持参)
以下に該当する場合は、給食提供は困難であり、弁当対応を考慮します。

・調味料・だし・添加物の除去が必要

・加工食品の原材料の欄外記載(注意喚起表示)の表示についても除去指示がある

・多品目の食物除去が必要

・食器や調理器具の共用ができない

・油の共用ができない

・その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況

食物アレルギー対応について

アナフィラキシーの既往歴がある

エピペン®を所持している
※体重制限により内服薬を処方されている場合も含みます

「除去食申込み書」+

「学校生活管理指導表」もしくは「診断書」

［ 食物アレルギー説明会 ］

食物アレルギーについて、池田市での対応等をお伝えします。

詳しい説明をご希望の方、また質問等ある方は、ぜひご参加ください。

日時：2月24日（火） １４時～1５時

場所：池田市保健福祉総合センター 4階 大会議室

除去食を希望する

池田市では子どもたちが、安全に給食を食べられるように以下の食物アレルギー対応を行っています。

池田市教育委員会

池田市立学校給食センター

提出書類について
下記に当てはまる場合は、医師の診断による書類が必要となります。

詳しくは左のQRコードから

池田市HP「アレルギー対応について」をご確認ください。

※アップロード開始時期：１月中旬ごろ

「学校生活管理指導表」

「学校生活管理指導表」

【お問い合わせ】

池田市立学校給食センター

072-751-8311・8312

※R8年度から追加

（くるみ・いくら）



                     食物アレルギー対応　Ｑ＆Ａ   　　　　　　    

Q５：学校生活管理指導表の提出がなくても、給食の除去食対応はできますか？

Q６：パンと飲用牛乳を除去した場合、給食費は返金してもらえますか？

Q７：以前牛乳を飲んでお腹が痛くなったので、牛乳を飲んでいません。牛乳アレルギーの疑い

があるので、飲用牛乳の除去食対応はできますか？

Q１：学校生活管理指導表はどのような人が提出が必要ですか？

Q２：学校生活管理指導表を提出するかどうかは誰が判断したらよいですか？

Q３：アレルギーの症状が非常に軽い場合でも、学校生活管理指導表の提出が必要ですか？

その他のＱ＆Ａは池田市HP「アレルギー対応について」でご確認ください。

また、ご質問がある方は、学校園または学校給食センターまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】 池田市立学校給食センター 072-751-8311・8312

Q４：除去食希望ですが、除去する食品が多い場合はどうすればいいですか？

Ａ: アレルギー疾患により学校園生活の中で特別な配慮が必要な人は提出が必要です。特にエピペン®の

処方がある、アナフィラキシーの既往歴のある人が対象となります。食物アレルギー疾患があり、新たに除去

食を申し込まれる場合にも提出をお願いしています。また、学校園が必要と認めた場合には提出をお願いしま

す。

Ａ: 医師からアレルギー疾患と診断され、特別な配慮が必要と認められた場合に提出が必要です。

Ａ: 学校園での配慮は必要ないと医師が診断した場合、提出は不要です。ただし、除去食を申し込まれる場合

には、学校生活管理指導表と除去食申込み書の提出が必要です。

Ａ：学校給食は大量調理のため、「卵類」「飲用牛乳」「パン」のみ除去対応をしています。それ以外のアレル

ギーの場合は、保護者の責任のもと、弁当持参をお願いしています。

Ａ:できません。必ず学校生活管理指導表の提出が必要です。ガイドライン改訂に伴い、国の指針・様式に統一

するため提出が必要になります。

Ａ: パン、飲用牛乳については、除去による給食費の返金があります。多品目の食物除去が必要で医師の診

断 ・指導により弁当対応になる場合は、給食費の徴収はありません。但し、飲用牛乳のみを申し込まれる場合

には、牛乳代金のみお支払いください。（日ごとの変更はできません）

Ａ： 管理指導表または診断書の提出が必要です。特定の食材を食べて、症状が現れたといっても、食物アレ

ルギーとは限りません。食物アレルギーではなく、乳糖不耐症など、その他疾患の場合もあります。食物アレル

ギーではない場合、医師の診断書を提出してください。提出された書類をもとに飲用牛乳の除去食対応を行

います。


